
文部科学省　第１次回答

制度の所管･関係府省

文部科学省

求める措置の具体的内容

市立の特別支援学校を設置する場合、都道府県の教育委員会の認可が必要だが、規制緩和により都道府

県への届出制とする。

（参考）

指定都市立の高等学校等の設置に係る都道府県教育委員会の認可については、第４次一括法により廃止

済み

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の経緯】

本事務は、市立高等学校等とともに、地方分権第三次勧告で「認可を許容する」とされたが、今回の第４次一

括法で、高校・中等教育学校については、設置認可権限が指定都市に移譲されることとなった。これにより、

幼稚園・小・中・高等学校・中等教育学校を市が設置する場合、県の認可が不要となる。

また平成２９年度には（特別支援学校（小・中学部）の教職員を含めた）県費負担教職員の定数権等も指定

都市に移譲されることとなり、特別支援学校についても、学級編成や教職員の配置の面では指定都市が権

限を持つこととなる。

【支障事例】

一方、本市においては、特別支援学校に通う児童生徒の数は増加しており、平成２２年度、それまで市内１

か所だった市立特別支援学校を市の東西に分離拡充して受け入れ態勢を充実している。今後もさらに特別

支援学校への就学を希望する生徒が増えることが予想され、市立の特別支援学校の設置が課題となってい

るところである。

【実現した場合の効果】

特別支援学校の設置認可権限の規制緩和により、幼稚園から高等学校まで学校の設置・教職員の配置に

ついて、総合的な施策を展開することが容易となるとともに、より地域のニーズに応じた特別支援学校の設

置を迅速に進めることが可能となる。

【３次勧告以降の事情変更】等は別紙のとおり

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 教育・文化

提案事項
（事項名）

市立の特別支援学校の設置について都道府県の認可制度の廃止

提案団体 新潟市

管理番号 92

根拠法令等

学校教育法第４条第１項第２号

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

通番：16
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回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

　特別支援学校については、各障害種に対応した教育に求められる高度な専門性等に鑑み、都道府県単位

での設置管理を基本とすることが適当であることから、学校教育法第８０条により、都道府県にその設置義

務が課されている（この点、先の第4次一括法で届出制に変更されることとなった高等学校等とは事情が異

なること、また、特別支援学校は義務教育段階である小学部・中学部を含めて設置されることが多いことに

留意が必要）。

　このため、各都道府県内における特別支援学校の設置廃止等については、本来的な設置責任を負う都道

府県において最終的な判断を行えるようにする観点から、都道府県教育委員会の認可によるものとしてい

る。

　指定都市が特別支援学校を設置する場合の都道府県教育委員会の認可を届出に改めるという今般の提

案については、設置義務を負っている都道府県や、その他関係団体の意見を御確認いただき、都道府県の

業務等に差し支えがないことが確認できた場合には、必要な対応を検討することとしたい。

各府省からの第１次回答
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文部科学省　第１次回答

制度の所管･関係府省

文部科学省

求める措置の具体的内容

市立総合支援学校高等部の設置に関して都道府県の認可を廃止し，都道府県への事前の届出制とする。

（参考）

指定都市立の高等学校等の設置に係る都道府県教育委員会の認可については、第４次一括法により廃止

済み

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【支障事例】

　学校の設置・管理は市が行うが，設置等（分校の設置，分校の本校化等を含む）に当たっては，京都府（都

道府県）の認可が必要となっている。

　直近の例として，京都市立白河総合支援学校東山分校（高等部のみ設置）の開校（平成２５年４月開校）に

当たり，学校（分校）の設置のための認可申請及び学科の新設のための認可申請を学校教育法施行規則第

７条の規定に基づき，京都府に事前に（平成２４年３月）提出及び許可を得る手続きを行っており，申請に当

たっては，申請書類だけでなく，当該校舎の図面や関連規則の整備状況など関連書類を事前に提出する等

の必要があった。

　上記の例のような事前の認可申請に係る事務上の負担やスケジュールの簡略化を図ることができ，スムー

ズな事業進捗・行政運営につなげることができる。

　また，教職員配置について，仮に認可の決定時期が遅延するなどの事態が生じた場合には，特別支援学

校の教員配置，校種間異動など総合的な人事異動を行う上で計画的に進捗できないなどの支障をもたらす

可能性がある。

　なお，指定都市の設置する高等学校の設置に係る手続については，平成２６年５月２８日に成立した第４次

一括法において，都道府県の「認可」から都道府県への「事前の届出」へと見直されている。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 教育・文化

提案事項
（事項名）

市立総合支援学校（特別支援学校）の設置の際の都道府県の認可の廃止

提案団体 京都市

管理番号 289

根拠法令等

学校教育法第４条

学校教育法施行規則第３条～第１９条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

通番：16
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回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

　特別支援学校については、各障害種に対応した教育に求められる高度な専門性等に鑑み、都道府県単位

での設置管理を基本とすることが適当であることから、学校教育法第８０条により、都道府県にその設置義

務が課されている（この点、先の第4次一括法で届出制に変更されることとなった高等学校等とは事情が異

なること、また、特別支援学校は義務教育段階である小学部・中学部を含めて設置されることが多いことに

留意が必要）。

　このため、各都道府県内における特別支援学校の設置廃止等については、本来的な設置責任を負う都道

府県において最終的な判断を行えるようにする観点から、都道府県教育委員会の認可によるものとしてい

る。

　指定都市が特別支援学校を設置する場合の都道府県教育委員会の認可を届出に改めるという今般の提

案については、設置義務を負っている都道府県や、その他関係団体の意見を御確認いただき、都道府県の

業務等に差し支えがないことが確認できた場合には、必要な対応を検討することとしたい。

各府省からの第１次回答
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